
保
育
士
の
就
業
状
況
等
の
届
出
の
努
力
義
務
化
と
一
元
化

令
和
２
年
７
月
１
３
日

「清
流
の
国
ぎ
ふ
」
岐
阜
県
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保
育
士
登
録
制
度

登
録
の
流
れ

●
児
童
福
祉
法
第
１
８
条
の
１
８

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
が
保
育
士
と
し
て
従
事
す
る
た
め
に
は
、
下
記
内
容
を
都
道
府
県
へ
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◆
氏
名

◆
生
年
月
日

◆
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
登
録
番
号
、
登
録
年
月
日
、
本
籍
地
都
道
府
県
名
、
取
得
年
月
日
、
資
格
取
得

方
法
（保
育
士
養
成
施
設
ま
た
は
保
育
士
試
験
）
）
＜
法
施
行
規
則
第
６
条
の
３
０
＞

都
道
府
県

「試
験
合
格
地
」又
は
「養
成
施
設
卒
業
時
の
住
民
登
録

地
」の
属
す
る
都
道
府
県
へ
登
録

＜
児
童
福
祉
法
第
1
8
条
の
1
8
＞

＜
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
1
6
条
＞

登
録

定 期 更 新 不 要

「
本
籍
」
又
は
「
氏

名
」
の
変
更
が

あ
っ
た
場
合
の
み

更
新
が
必
要

更
新

離
職
時
、
居
住
地

変
更
時
等
の
届
出

規
定
が
な
い

根
拠
法
令

※
全
都
道
府
県
の
法
に
基
づ
か
な
い
委
託
契
約
に
よ
り
、
(社
福
)日
本

保
育
協
会
が
登
録
事
務
を
実
施

従
事

1
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